
養老町教育委員会定例会 

 

 

１.開催日時  令和７年４月８日（火）午後２時３０分 

 

２.開催場所  養老町役場 ３階第２会議室 

 

３.議事日程   

日程第１ 報告第１号  養老町教育委員会事務局職員の異動について 
日程第２ 承認第１号  専決処分の承認について 

（養老町スマイル町民パターゴルフ場設置及び管理に関

する条例施行規則を廃止する規則について） 
日程第３ 承認第２号  専決処分の承認について 

（養老町教育委員会の事務組織等に関する規則の一部を

改正する規則について） 

４.出席者 

早﨑 京子 教育長 
後藤 稔治 委 員 
近藤 法雄 委  員 
卯田 友美 委 員 
松永 恒雄 委  員 

事務局長始め、事務局職員 ３名  ※傍聴者０名 

 

町民憲章朗唱 

 

５.審議概要 

議 長 

 

 

事務局長 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

議事日程に従いまして、進めさせていただきます。 

報告第１号養老町教育委員会事務局職員の異動につい

て、説明を求める。 

資料に基づき説明。 

４月１日付けの異動により１１名が異動となりました。 

 承認第１号養老町スマイル町民パターゴルフ場設置及び

管理に関する条例施行規則を廃止する規則についての承認

について、事務局の説明を求める。 

 資料に基づき説明。 

 養老町スマイル町民パターゴルフ場については、ここ数



 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

年、利用者がなく、パターゴルフ場としての用途をなして

いないため、養老町スマイル町民パターゴルフ場設置及び

管理に関する条例について、先の３月議会において条例廃

止を承認いただいた。それに伴い、条例施行規則も廃止し

たく承認を求めるものです。 

パターゴルフ場の場所と今後の利活用について考えを教

えてほしい。 

 場所は養老町飯田地内です。今後の利活用については、近

隣の民間企業への売却等を検討していきます。 
 この件につきまして意見等はありますか。 
 ないようですので、承認としてよろしいか。 

＜異議なしの声＞ 

 続いて承認第２号養老町教育委員会の事務組織等に関す

る規則の一部を改正する規則について事務局より説明を求

める。 
 資料に基づき説明。 

 この改正は、以下「法」というの「法」が以降に該当する

ものがないため、削除するものと養老町スマイル町民パター

ゴルフ場が廃止されたことにより、規則から養老町スマイル

町民パターゴルフ場を削除し、次号以降を繰り上げるもので

す。 
 この件につきまして意見・質問はありますか。 
 ないようですので、承認としてよろしいか。 

＜異議なしの声＞ 

 

６．教育長   報告 

７．各教育委員 意見交換 

８．事務局   連絡事項 

 

次回の開催日時を確認し閉会  閉会 午後４時００分 


